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保険料軽減特例⾒直しまとめ（平成 29 年度以降の変更点） 
  

山口県後期高齢者医療広域連合 業務課 

■現⾏（平成 28 年度）保険料の算出方法 
後期高齢者医療の保険料は均等割額部分と所得割額部分に分かれ、それぞれを合算して算出します。 

 

※「平成 28 年度版 後期高齢者医療制度のごあんない」より 

■軽減特例と本則 

均等割額部分 現行の９割・８.５割軽減は特例で実施されており、本則はともに７割軽減 

所得割額部分 現行の５割軽減は特例で実施されており、本則は「軽減なし」 

被用者保険の被扶

養者であった方 

均等割額部分 現行の９割軽減は特例で実施されており、本則は５割軽減 

所得割額部分 現行、本則とも「賦課なし」 

 



 

 

■⾒直し内容 

① 均等割額部分 
 

現行（平成 28 年度） 

→ 

平成 29 年度以降 

世帯の前年中所得の合計が 33 万円以下で 
  
・被保険者全員が年金収入 80 万円以下 
（その他の各種所得がない）  ９割軽減 

・それ以外         ８.５割軽減 

据え置き（特例を継続する） 
 

※今後、介護保険料軽減の拡充や年金生活者支

援給付金の支給と合わせて、見直しを実施。 

 

※平成 29 年度は５割・２割軽減について対象の所得額が変更になる。これは当該軽減適用者について、生

活水準が変わらなければ引き続き軽減を受けることができるよう、国が毎年見直しを行う部分の変更。 
 

【５割軽減】 33 万円＋（26.5 万円×被保険者数）以下 → 33 万円＋（27 万円×被保険者数）以下 

【２割軽減】 33 万円＋（48 万円×被保険者数）以下  → 33 万円＋（49 万円×被保険者数）以下 

 
 
② 所得割額部分の変更 
 

現行（平成 28 年度） 

→ 

平成 29 年度 平成 30 年度以降 

賦課のもととなる所得金額が 

58 万円以下の方 

５割軽減 

賦課のもととなる所得金額が 

58 万円以下の方 

２割軽減 

廃止（軽減なし） 
 

※本則に戻す。 

 

 
③ 被用者保険の被扶養者であった方 
 
Ａ 均等割額部分 
 

現行（平成 28 年度） 

→ 

平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度以降 

９割軽減 ７割軽減 ５割軽減 

資格取得後、２年を経過す

る月までの間に限り、 

５割軽減 
 

※本則に戻す。 

 

Ｂ 所得割額部分 
 

現行（平成 28 年度） 

→ 

平成 29 年度以降 

賦課なし 
当面は「賦課なし」を継続 

 
※賦課開始時期を、引き続き検討する。 

 









制度改正に伴う本県への影響等（試算） 

 

 

 

１ 保険料軽減特例関係（２９年度） 

（１）一般（被扶養者以外） 

  ① 均等割 

    ・見直なし（影響なし） 

  ② 所得割 

    ・対象者：約 2 万５千人 

    ・保険料増加額：７７３円（１，２８８円→２，０６１円） 

（１人１月当たりの平均） 

（２）被用者保険の被扶養者であったもの 

   ① 均等割 

・対象者：約１万５千人 

・保険料増加額：８７３円（４３７円→１，３１０円） 

（１人１月当たり） 

② 所得割額 

  ・見直なし（影響なし） 

 

２ 高額療養費関係（２９年 8 月~） 

  ・対象所得区分者数（住民税課税世帯の被保険者数）：１２５，６２３人 

（H28.12 月末現在） 

  ・該当高額療養費の 1 月当たり支給件数：約１万件（H28.10 月） 

・住民税非課税世帯については、見直なし（影響なし） 

  

   


